
4議会だより

教育民生常任委員会に付託を受けた議案および予算常教育民生常任委員会に付託を受けた議案および予算常

任委員会教育民生分科会に分担された議案について審任委員会教育民生分科会に分担された議案について審

査した結果、主に下記内容が議論されました。査した結果、主に下記内容が議論されました。

◆委　員　長／伊藤厚子

◆副委員長／山添和良

◆委　　員／西川英伸、山崎智之、荒川一義

　　　　　　桂　撤男

教育民生 分科会（予算常任委員会）
常任委員会

のと里山里海ミュージアム

【議案第75号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第１号）

◆文化財保護について

問鵜祭りの通路整備と防護柵の設置は、鵜を捕まえにいくところの道

のことなのか。

答鵜を捕まえにいくところの通路と防護柵の整備をし、鵜を捕まえる

場所を１箇所増やすというかたちである。

問その場所は、固定的に決まっているのか。

答従来からあったところの反対側に１箇所増やすかたちである。

問人工的に作れば鵜は来なくなるのではないか。

答人工的なものに

なると、自然とは

若干違うとは思

うが、やはり鵜が

いないと祭りにな

らないので、ぜひ

とも獲りたいとい

うことである。

　 　

【議案第77号】

平成３０年度七尾市介護保険特別会計補正予算（第１号）

◆介護保険認定事務支援システム等の改修について

問システム改修により事務が効率化され、早く処理されることは大変

いいことであると思うが、認定を受ける人のメリットは何かあるか。

答認定の通知は、申請から認定まで約１ヶ月かかるが、これを１ヶ月以

内にすることが目標である。約１週間から10日早く、本人に通知する

ことができる。

問市としても、認定に対しての費用が500万円削減されるということ

か。

答年間最大で500万円の削減ができる。

主な審議内容

【議案第82号】

七尾市のと里山里海ミュージアム条例の一部を改正する条例に

ついて

問休館日を火曜日にした根拠は何か。

答観光客が和倉温泉などから、週末に泊まって月曜日に帰る際、立ち

寄るところがないというところで、他の文化施設も月曜日が休みで

あるため、開けておく必要があるのではないかということで火曜日

にした。

問他の施設が休みの日はできるだけ開けて、他の施設がやっていると

きに休みをとるということだな。

答その通りである。

　 　

【議案第92号】

平成30年度七尾市一般会計補正予算（第2号）

◆豪雨災害復旧について

問中島文化センター管理費について、災害の様子を聞いても被害の

大きさは分かるが、918万円という補正額が大きくなった理由は何

か。

答主なものとして、楽屋・ホワイエ絨毯張替工事については、453万6

千円、音響設備が56万7千円、照明設備器具の交換が270万円、客

席上部外壁鋼板張替え工事が129万6千円である。

問予算措置もそうだが、大きな工事になると思うが、復旧の目途をど

のように立てているのか。

答10月5～7日に「かもめ」という公演がある。それに間に合うよう

に、絨毯は張替え

を行い、音響・照

明設備等につい

ては、応急措置を

とって、本格工事

は後ほど行う予

定である。とりあ

えず公演に間に

合わせたい。

委員会付託

・議案２件

・報告２件

分科会分担

・議案４件

（報告２件  議決不要）

豪雨により浸水した能登演劇堂

鵜祭り（鵜様道中の様子）


